
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
つ
い
て

若
尾
政
希

構
成
を
順
に
記
し
た
。
序
の
欄
に
は
、
序
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
名
称
を
記

し
た
。
ま
た
各
大
名
を
論
評
し
た
本
文
の
他
に
、
附
録
と
し
て
「
国
郡
部
類
」
「
教

法
之
巻
」
を
収
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
記
入
し
た
。
作
者
・

書
写
者
欄
は
、
作
者
あ
る
い
は
書
写
者
に
つ
い
て
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
記

す
た
め
に
、
欄
を
設
け
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
書
写
者
の
名
前
が
一
人
だ
け
判

明
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
最
後
の
旧
所
蔵
者
欄
は
、
近
世
に
お
け
る
所
蔵
先
を

記
し
た
。

1
　
書
名
か
ら

は
じ
め
に

　
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
『
武
家
幽
翠
記
』
、
『
武
家
勧
懲
記
』
、

『
土
芥
憲
単
記
』
、
『
諌
懲
記
後
宮
』
、
『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
等
と
い
っ
た
、
諸
大

名
を
姐
上
に
載
せ
て
政
の
善
し
悪
し
か
ら
賢
愚
、
は
て
は
色
欲
の
程
度
ま
で
縦
横

に
論
評
し
た
「
大
名
評
判
記
」
と
で
も
総
称
で
き
る
よ
う
な
書
物
が
い
く
つ
も
作

ら
れ
て
い
た
。
金
井
重
氏
の
翻
刻
に
よ
り
ょ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
土
芥
冠
雪
記
』

も
、
そ
う
し
た
「
群
の
「
大
名
評
判
記
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
書
の
「
は
じ
め

に
」
で
そ
の
経
緯
を
述
べ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
度
の
講
義
の
中
で
、
私
も
講
義
中

に
「
「
武
家
評
判
記
」
（
仮
称
）
の
諸
本
の
系
統
に
つ
い
て
」
と
い
う
短
い
報
告
を

行
っ
た
（
本
稿
の
末
尾
に
付
し
た
レ
ジ
ュ
メ
を
参
照
）
。
そ
こ
で
本
書
で
も
、
「
大

名
評
判
記
」
の
諸
本
に
関
す
る
、
現
時
点
ま
で
の
調
査
結
果
を
述
べ
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。

　
次
に
あ
げ
た
の
は
、
二
〇
〇
六
年
二
月
末
日
時
点
に
お
け
る
「
大
名
評
判
記
」

調
査
一
覧
表
で
あ
る
。
番
号
の
百
番
台
に
は
『
武
家
諌
忍
記
』
を
、
二
百
番
台
に

は
『
武
家
勧
懲
記
』
を
、
三
百
番
台
に
は
『
武
家
諌
懲
記
』
と
い
う
よ
う
に
、
便

宜
上
、
書
名
ご
と
に
番
号
を
振
っ
た
。
所
蔵
者
の
欄
に
は
、
現
所
蔵
先
を
記
し
た
。

国
書
の
欄
に
は
、
『
国
書
総
目
録
』
『
古
典
籍
総
合
目
録
』
所
載
の
も
の
に
○
を
入

れ
た
。
調
査
の
欄
に
は
、
調
査
済
み
の
も
の
に
は
○
を
付
け
た
。
写
／
刊
の
欄
に

は
、
写
本
・
刊
本
の
別
を
記
し
た
。
現
存
す
る
「
大
名
評
判
記
」
は
す
べ
て
写
本

で
あ
る
。
冊
数
の
欄
に
は
何
冊
か
ら
な
る
の
か
、
巻
（
順
序
）
の
欄
に
は
、
そ
の

　
ま
ず
、
書
名
の
欄
を
見
て
み
よ
う
。
『
武
家
諌
忍
記
』
が
二
二
本
、
『
武
家
勧
懲

記
』
が
同
じ
く
二
二
本
で
、
こ
の
両
書
の
数
が
抜
き
ん
で
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別

に
『
武
家
諌
懲
記
』
と
い
う
書
名
の
も
の
が
（
『
国
書
総
目
録
』
『
古
典
籍
総
合
目

録
』
に
よ
れ
ば
）
二
本
あ
る
が
、
い
ま
だ
実
物
を
確
認
し
て
い
な
い
。
『
帽
章
記
』

と
い
う
名
の
書
物
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
中
味
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
次
の
『
諌

懲
記
後
正
』
は
四
本
、
『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
が
一
本
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
両

書
は
書
名
こ
そ
似
て
い
る
も
の
の
、
私
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
別
本
で
あ
る
。
『
武

家
諌
懲
記
附
録
』
二
本
の
う
ち
一
本
が
盛
岡
市
中
央
公
民
館
に
現
存
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
の
附
録
で
あ
る
。
最
後
に
挙
げ
た
『
土
芥
憲
盤
質
』

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
大
名
評
判
記
」
で
は
最
も
有
名
で
あ
る
が
、
　
本
し
か

現
存
し
て
い
な
い
。
現
存
の
確
認
で
き
な
い
旧
浅
野
図
書
館
本
を
入
れ
て
も
二
本

の
み
で
あ
り
、
「
大
名
評
判
記
」
の
な
か
で
最
も
広
ま
つ
、
て
い
な
い
も
の
の
一
つ

と
い
え
よ
う
。

2
．
序
か
ら

　
次
に
序
の
欄
を
見
て
欲
し
い
。
①
「
武
家
諌
忍
記
序
」
、
②
「
武
家
勧
懲
記
序
」
、

そ
し
て
③
「
武
家
諌
懲
記
後
正
叙
」
の
三
種
が
あ
る
。

　
『
武
家
諌
三
聖
』
の
二
二
本
（
現
存
が
確
認
で
き
る
の
は
一
九
本
）
の
う
ち
こ

れ
ま
で
調
査
し
た
の
は
一
一
本
。
内
、
七
本
に
「
武
家
諌
忍
記
序
」
と
題
す
る
序

F
一



が
付
い
て
い
る
。
他
の
四
本
に
は
序
が
な
い
が
、
そ
の
う
ち
一
〇
六
、
一
＝
二
、

一
一
九
に
は
、
「
序
」
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
目
録
」
に
は
「
序
井
国

分
一
冊
」
い
う
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
存
は
し
な
い
が
、
も
と
も
と
は
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
（
残
る
番
号
一
一
八
に
は
「
目
録
」
も
欠
落
）
。
な
お
、

「
武
家
諌
忍
記
序
」
に
は
、
筆
者
の
名
も
年
記
も
な
い
。

　
『
武
家
勧
懲
記
』
の
二
二
部
（
現
存
が
確
認
で
き
る
の
は
一
八
本
）
の
う
ち
調

査
済
み
は
八
本
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
本
に
「
序
」
が
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
も

筆
者
の
名
は
見
え
な
い
が
、
延
宝
三
乙
卯
年
（
一
六
七
五
）
の
年
記
が
あ
る
。
本

文
で
も
、
「
尾
張
中
納
言
源
光
友
卿
　
　
卯
五
十
二
歳
」
と
、
延
宝
三
年
時
点
で

の
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
『
武
家
勧
懲
記
』
は
延
宝
三
年
の
デ
ー
タ
に
基
づ

い
て
そ
の
年
の
う
ち
に
作
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
盛
岡
市
中
央
公
民
館
に
た
だ
一
本
現
存
し
て
い
る
『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
は
、

「
奥
御
蔵
書
」
の
印
を
も
ち
盛
岡
藩
南
部
家
旧
蔵
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
武

家
諌
懲
記
粛
正
叙
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
叙
」
に
も
作
者
の
記
載
は
な
い

が
、
成
立
年
に
つ
い
て
は
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
七
月
下
旬
に
書
き
上
げ

た
後
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
に
加
筆
増
補
、
さ
ら
に
寛
保
二
年
（
一
七
四

二
）
に
も
加
筆
改
訂
を
加
え
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
三
つ
の
序
の
う
ち
、
ま
ず
成
立
年
が
わ
か
る
②
「
武
家
勧
懲
記
事
」

を
み
て
み
よ
う
。
「
序
」
の
内
容
は
（
若
干
の
字
句
の
異
同
は
あ
る
が
）
『
武
家
勧

懲
記
』
の
諸
本
に
よ
り
大
き
な
違
い
は
な
い
。
次
に
あ
げ
た
の
は
、
盛
岡
藩
南
部

家
旧
蔵
『
武
家
勧
懲
記
』
（
番
号
二
〇
一
、
盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵
）
所
収
の
「
序
」

を
で
あ
る
。

②
「
序
」
（
『
武
家
勧
懲
記
』
）

　
　
夫
惟
異
域
本
邦
之
治
世
者
、
聖
主
弘
於
道
賢
哲
行
之
、
而
以
所
謂
施
教
天
下

　
　
自
安
平
也
。
然
皇
朝
到
中
興
、
国
政
従
皇
廷
、
従
武
家
以
来
数
性
、
令
与
奪

　
　
錐
執
権
柄
、
其
冠
者
皆
暴
慢
偏
讐
之
悪
行
超
過
、
故
栄
辱
曽
而
不
定
、
悉
断

　
　
嗣
、
乱
諄
変
易
、
是
世
人
之
所
知
顕
然
也
。

　
　
震
清
和
皇
尊
喬
大
相
国
源
君
大
将
軍
家
康
公
、
忽
出
東
海
之
辺
國
、
威
風
於

者
蔵
旧

家
田
前
藩
寺
聖
大

校
藩
藩
台
仙

興
勝
部
坂

家
杉
上
藩
沢
米

家
杉
上
藩
沢
米

家
田
前
藩
沢
金

医
侍
藩
谷
刈

家
田
池
藩
山
岡

家
摺
吉
藩
国
岩

家
田
黒
藩
棚

家
平
松
藩
原
島

家
宗
藩
馬
対

家
野
浅
藩
島
広

家
川
徳
藩
戸
水

家
軽
津
藩
前
弘

家
部
南
藩
岡
盛

畏
平
日
日

医
侍
藩
谷
刈

贈
寄
氏
橋
大

庫
文
岡
松

家
川
徳
藩
戸
水

本
贈
寄
省
内
宮

八
惣
屋
野
大

家
出
小
藩
部
園

家
野
浅
藩
島
広

家
野
浅
藩
島
広

家
川
徳
藩
戸
水

家
内
山
藩
知
高

家
達
伊
藩
台
仙

家
田
直
藩
代
松

家
平
松
藩
井
福

家
部
南
藩
岡
盛

家
部
南
藩
岡
盛

家
野
浅
藩
島
広

家
野
浅
藩
島
広

発
崖
目
儲

写
興
勝
嫌

巻
之
法
教

雄
灘
蘇

法
教

巻
之
法
教

憩
摺
離

書
之
法
教

巻
之
法
教

巻
之
法
教

巻
之
法
教

蜷
鵜
隔

蜷
雛
服

類
部
郡
国

離
酔
躰

法
國

法
國

類
部
郡
國

法
國

荊
濁
國

鞭
脚
画

離
駐
躰

法
國

分
部
國

法
國

国
配

蜷
鰻
離

蜷
羅
騨

国
配

島
［



丁
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序

序
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序
記
忍
諌
家
武

序
記
忍
諫
家
武

序
記
忍
諌
家
武

序
記
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家
武

駒
㈲

親
嗣

序
記
忍
諌
家
武

序
記
忍
諌
家
武

鵜
嗣

鋤
泥
鮭
劇

卯
記
避
劇

励
乙
宝
庭
序

の
宝
庭
序

幻
保
境
叙

劇
噸
巻

騰
傲
鰭
油
掴
停
購

階
脚
轍
離
腓
鋤
目

巻
弼
．
法
国
井
序

巻
昭
法
轍
法
國
井
序

巻
弼
録
目

巻
2
1

巻
弼
法
徽
録
目

法
轍
巻
弼
序

法
徽
法
個
序

巻
覗
分
部
國

巻
昭
法
徽
法
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目

継
附
産
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倒
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法
轍
巻
3
8

巻
囎
国
覗
序

み
の
仲
魂
政
綱
田
池

1
0
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巻

麗
3
1
器
巻

巻
囎
法
徽
量
数
臨
庖

巻
3
9
風
覗
停
録
目

抄

謄 剰
1
4
禄
玩
録
目
総

巻
《
狛
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禄
玩
録
纈

巻
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目

巻
魂
録
目
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1
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1
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9
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3
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71
64
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難写
写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

写
写

写

写

写

写

写

写

写

写

写

諮○

○○

○

0○

○

0○

0
0

○

○

○

○
○

○

0○

○

○

○

○

○

○

塵
○

○

○

○

0○
0○
0○
○

○

○

○

0○

○

0

○

○

0○
○

○

○

○

○

○

○

○

0○
○

0○

○

0○
○

○

○

○

○

○

○○

者
蔵
所

庫
文
堂
賢
養
図
県
城
宮

館
書
図
属
附
学
大
北
東

館
書
図
会
国
立
国

部
陵
書
庁
内
宮

館
書
図
立
市
崎
岡

学
大
谷
龍

家
田
池
学
大
山
岡

館
古
徴
国
岩

館
土
郷
棚

庫
文
平
松
図
立
市
原
島

館
料
資
史
歴
馬
対

館
書
図
野
浅
旧

庫
文
館
考
彰
旧

家
軽
津
藩
前
弘
旧

館
民
公
央
中
市
岡
盛

館
書
図
会
国
立
国

部
陵
書
庁
内
宮

部
陵
書
庁
内
宮

館
物
博
立
国
京
東

野
佐
図
附
学
大
潟
新

図
舞
鶴
立
市
屋
古
名

図
附
学
大
京
中

庫
文
館
考
彰
旧

庫
文
出
小
町
部
園

庫
文
田
栗

志
言
書
学

館
書
図
野
浅
旧

館
書
図
野
浅
旧

庫
文
館
考
彰
旧

家
内
山
藩
知
高
旧

庫
文
左
蓬

庫
文
山
丸
堂
古
温

社
神
荷
稲
徳
祐

庫
文
達
伊
図
県
城
宮

館
物
宝
田
壼

館
民
公
央
中
市
岡
盛

館
民
公
央
中
市
岡
盛

館
書
図
野
浅
旧

館
書
図
野
浅
旧

名
書

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

翻
嶽
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

己
翫
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

己
酷
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諫
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
忍
諌
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

之
巻
葦
記
抜
懲
中
勧
之
家
五
武
四

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
勧
家
武

記
懲
諌
家
武

記
懲
諌
家
武

記
懲
諌

正
後
記
懲
諌

正
後
記
懲
諌

正
後
記
懲
諫

正
後
記
懲
諌

正
後
記
懲
諌
家
武

録
附
記
懲
諌
家
武

録
附
記
懲
諌
家
武

記
離
憲
芥
土

記
齢
憲
芥
土

号
番

m皿
鵬
幽
晒
髄
斯
照
㎜…
…

m皿
囎

M肪
鵬

m照
㎜
㎜
際

m㎜
蹴
鵬
脳
踊
㎜
蜥
鵬
鵬
鋤
皿

盟
鵬
胴
肪
珊
”
鵬
”
鋤
謝
糀
鋤
襯
側
棚
麗
鵬
脳
棚
観

m棚
躍

1

2

3

4
5

6

7

8

9
！
0

1
11
21
31
41
51
61
71
81
92
02
12
22
32
42
52
62
72
82
93
03
13
2
3
3
3
43
53
63
73
83
94
04
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24
34
44
54
64
74
84
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05
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25
35
45
55
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臨

なし
存現瓜

る
。

あ
い

と
な

ー
し

巻
存一

現

　
が

書
ー

之
序

法
ー

教
、

「
が

」
る

巻
あ一

と

法
冊

國
一

井
分

序
国

「
井

は
序

に
「

録
は

目
に2

録

※
目

ユ
ヨ

※
※

翫一



　
　
震
万
境
、
劔
光
於
耀
山
州
、
五
畿
七
道
静
誼
、
而
玉
筆
四
夷
八
荒
服
恩
徳
、

　
　
諸
民
安
起
居
唱
万
歳
。
是
只
　
　
公
傍
武
力
之
廣
太
田
神
園
之
明
将
、
古
往

　
　
不
聞
、
（
中
略
）
愚
案
今
時
武
威
全
盛
、
而
諸
将
皆
坐
官
禄
、
極
栄
耀
。
是

　
　
即
先
祖
依
粉
骨
之
誇
遊
興
奢
修
、
而
聯
不
知
一
家
之
往
事
、
況
哉
於
他
家
之

　
　
儀
者
、
感
得
不
耕
之
輩
多
、
予
以
愚
案
、
亀
手
甚
一
発
雑
文
、
彼
是
褒
疑
事

　
　
々
恐
怖
、
見
前
聞
之
、
便
兎
角
為
一
贈
爵
覚
悟
旦
写
図
器
、
不
顧
後
見
之
嘲

　
　
笑
、
綴
之
、
所
謂
湿
土
石
已
上
衆
将
之
噂
、
或
國
郡
地
形
之
厚
薄
等
愚
慮
所

　
　
向
之
大
概
也
。
錐
妄
語
間
々
糠
聖
賢
之
二
面
。
然
則
可
為
勧
善
懲
悪
之
端
乎
。

　
　
故
令
唇
題
愚
者
也
。
干
時
延
宝
三
五
墨
壷
月
日

　
『
武
家
勧
懲
記
』
執
筆
の
目
的
に
つ
い
て
、
こ
の
作
者
（
「
愚
」
）
は
い
う
。
徳

川
家
康
公
の
出
現
に
よ
り
「
本
邦
」
で
治
世
が
実
現
さ
れ
た
が
、
「
諸
将
」
（
こ
こ

で
は
大
名
を
さ
す
）
は
栄
耀
を
極
め
な
が
ら
も
、
自
家
の
往
事
（
す
な
わ
ち
歴
史
）

を
知
ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
他
家
の
歴
史
を
知
ら
な
い
も
の
が
多
い
。
よ
っ
て
万

石
以
上
の
「
衆
将
の
噂
」
や
「
国
郡
地
形
の
厚
薄
」
な
ど
、
私
の
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
を
、
時
に
「
聖
賢
の
教
誠
」
を
引
き
つ
つ
述
べ
て
、
「
勧
善
懲
悪
」
の
端
緒

た
ら
ん
と
し
た
、
と
。
こ
こ
で
作
者
は
自
ら
の
地
位
に
つ
い
て
一
言
も
述
べ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
私
な
ど
が
拙
い
文
で
も
つ
て
諸
将
を
三
三
す
る
の
は
恐
れ
多
い

こ
と
だ
が
と
述
べ
な
が
ら
も
、
こ
の
作
者
は
自
ら
を
、
諸
大
名
を
勧
善
懲
悪
と
い

う
観
点
か
ら
あ
げ
つ
ら
う
位
置
に
ま
で
高
め
、
そ
の
憎
み
か
ら
論
評
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
こ
う
い
つ
た
意
識
は
、
一
八
世
紀
の
第
二
四
半
期
に
書
か
れ
た
③
「
武
家
諌
懲

記
後
正
叙
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
長
文
で
あ
る
が
、
盛
岡
市
中
央
公
民
館

に
一
本
し
か
現
存
し
な
い
の
で
、
そ
の
全
文
を
載
せ
よ
う
（
番
号
六
〇
一
、
『
武

家
諌
懲
記
後
正
』
）
。

③
「
武
家
諌
懲
記
後
患
叙
」
（
『
武
家
諌
前
記
後
正
』
）

　
　
レ
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
テ

　
　
夫
惟
本
邦
異
域
之
治
世
者
、
聖
主
弘
二
三
道
一
心
哲
行
レ
之
、
而
肝
所
レ
謂

　
　
　
コ
ト
　
ヲ
　
　
　
　
ニ
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　

シ
カ
ル
ニ
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
施
レ
教
於
天
下
一
自
安
泰
也
。
然
　
吾
朝
到
一
一
中
興
「
而
國
政
従
二
野
公
一

　
　
シ
タ
ガ
ツ
テ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
コ
ノ
カ
タ
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ト
モ
　
　
　
　
ケ
ン
ヘ
イ
ヲ
　
　
　
　
ノ
シ
ナ

　
　
従
二
武
家
一
以
来
数
姓
、
令
＝
與
奪
一
丁
レ
執
二
権
柄
一
、
其
等
皆
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ゥ
ク
ハ
シ
　
　
カ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
　
　
　
　
テ
　
　
ズ
　
　
　
ラ
　
ク
タ
チ
　
　
シ
ケ
イ
ヲ
　
　
　
ラ
ン
シ
ヤ
ウ

　
　
慢
偏
讐
之
悪
逆
超
過
、
故
　
　
栄
辱
曽
而
不
レ
定
事
断
二
嗣
系
一
、
齪
諄

　
　
へ
ん
え
き
ハ
ン
タ
　
　
　
レ
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
変
易
繁
多
、
是
能
世
人
所
レ
知
顯
然
也
。

コ
ヘ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま
ち
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

男
清
和
之
田
螺
大
相
国
謹
選
大
将
軍
家
康
公
、
忽
　
出
二
東
海
之
邊
國

フ
ル
イ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ヲ
カ
ヘ
ヤ
カ
シ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
シ
　
イ
ハ
ツ
カ
ウ
ブ
ク
シ
　
　
　
　
　
　
ヲ

震
二
威
風
於
四
海
一
、
劔
光
耀
　
　
＝
外
州
一
、
四
夷
八
荒
服
＝
其
政
徳

　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
ノ
ヨ
レ
リ
　
　
ブ
リ
キ
コ
ウ
タ
イ
ニ
シ
テ

一
、
群
民
安
二
起
居
一
唱
一
一
万
歳
一
而
巳
。
重
事
公
界
＝
武
力
廣
太
　
　
誠

　
　
ノ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

神
奇
之
明
将
一
也
。
亮
御
平
後
奉
レ
尊
（
二
）
崇

　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
フ

東
最
大
権
現
宮
一
、
天
運
獲
二
無
窮
一
舟
連
代
鎭
一
一
座
武
陽
之
大
城
一
、
而

　
　
マ
ン
ジ
　
　
サ
ゥ
コ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　

ヲ
　
　
　

　
マ
マ
　

榮
論
罪
二
本
國
一
、
傳
聞
唐
虞
三
代
之
教
化
、
現
當
前
歯
レ
信
、
罰
レ
　
。

　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ル
ガ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ヲ

公
之
徳
政
則
如
レ
降
雨
之
潤
一
、
木
耳
理
詰
事
人
心
悦
一
一
天
下
畔
豆
和
一
、

　
　
ス
　
　
　
カ
　
　
　
セ
ゥ
　
　
　
テ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
セ
ツ
ヲ
　
　
リ

古
往
不
レ
聞
二
先
前
一
。
因
一
一
畳
音
一
極
々
諸
侯
大
夫
不
レ
違
＝
期
同
一
、
交

　
　
ニ
リ
　
ニ
　
フ
　
ヲ
　
テ
　
ノ
ヲ
　
ス

一
一

倹
ｼ
一
代
二
南
北
一
骨
窺
＝
尊
綻
一
、
以
二
武
城
之
教
令
一
、
為
二
自
国

　
　
ノ
ト
ハ
テ
　
ノ
ニ
シ
ヲ
ス
　
　

シ

私
郡
之
今
一
。
或
依
＝
一
分
之
緋
一
出
＝
法
制
【
而
順
（
二
）
家
民
（
一
）
。
若

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
レ
イ
ヲ

又
逆
レ
之
悪
行
妊
言
忌
将
者
、
錐
二
高
門
貴
族
一
再
＝
國
家
碩
敗
之
患
　
一
。

　
　
　
　
　
ラ
ハ
　
　
　
ト
モ
カ
セ
ン
ヨ
ウ
フ
ト
　
　
ル
　
　
　
　
ジ
ユ
ロ
ク
　
　
　
　
　
　
ケ
ン
ヲ
ケ

善
行
守
信
之
輩
者
、
錐
二
下
賎
庸
夫
｝
、
預
二
感
賞
授
禄
（
一
）
。
親
レ
賢
遠

　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
シ
　
ニ
カ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ユ
ス
ル
コ
ト
ヲ
　
　
ク
ロ
ヲ
　
　
　
　
　
　
フ
エ
キ

レ
妊
、
明
察
而
上
高
レ
仁
礼
一
、
下
旨
レ
譲
　
レ
畔
。
万
代
不
易
之

　
　
　
カ
　
　
　
ン
ヤ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
レ
ハ
　
　
　
サ
ン
キ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ン
　
　
　
ア
タ
カ
モ

政
道
、
誰
乎
不
レ
仰
レ
之
哉
。
然
者
報
時
参
暇
之
衆
直
心
平
侯
之
群
士
、
殆

　
　
ト
ゥ
マ
チ
ク
イ
ノ
　
　
　
　
　

ノ
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
シ
ヨ
　
シ
ヤ
ベ
ツ
　
ア
ル
イ
ハ

如
二
稲
麻
竹
葦
一
。
世
一
統
之
上
者
、
父
祖
成
功
之
由
緒
嫡
庶
之
差
別
、
或

　
　
　
　
　
　
ッ
　
ノ
　
　
　
カ
ゥ
セ
キ
　
　
　
　
　
　
　
ス
コ
ブ
ル
　
シ
　
　
サ
ス
ガ
　
　
　
　
ヲ

門
葉
之
次
第
、
且
其
心
意
行
跡
之
是
非
、
頗
如
レ
指
二
肺
肝
一
好
悪
歴

　
ナ
リ
　
　
　
　
　
ア
ン
ズ
　
ル
ニ
　
　
　
　
　
　
　
カ
ウ
セ
イ
ニ
シ
テ
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
ノ
テ
ウ
ロ
ク
ニ
　
　
　
ム

然
許
。
愚
按
　
　
當
時
武
威
高
盛
而
諸
将
皆
坐
二
高
位
重
禄
一
極
ニ

エ
イ
ヨ
ウ
ヲ
ゴ
リ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
ニ

栄
耀
奢
修
一
。
幽
門
依
二
先
祖
粉
骨
之
忠
義
「
而
勧
賞
二
二
子
孫
｝
。
君
門

　
　
　
シ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ホ
コ
ル
　
ロ
カ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
ノ
　
イ
ン

レ
令
下
期
二
安
楽
一
言
　
＝
　
難
壁
之
遊
興
等
上
、
曾
怨
言
レ
知
一
一
一
懸
想
往

　
ヲ
ン
ヤ
　
ノ
ニ
カ
ル
　
ヲ
ラ
ノ
ミ
　
テ

事
一
、
況
哉
於
二
三
家
之
傳
三
一
、
聯
不
レ
緋
レ
之
輩
而
巳
也
。
予
卓
見

キ
シ
ユ
キ
ン
カ
ウ
ノ
ツ
タ
ナ
キ
ヲ
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
カ
レ
コ
レ
ポ
ウ
ボ
ク
ノ
　
ジ
　
ヘ
　
ケ
ウ
グ

亀
手
自
己
拙
　
　
一
発
二
雑
筆
一
、
彼
是
褒
既
之
事
々
恐
催
不
レ
少
。
錐
レ

　
シ
カ
　
リ
ト
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　

ト
コ
ウ
　

ギ
　
ス
　
　
ノ
　
　
　

イ
セ
イ

然
　
　
　
一
　
見
レ
彼
聞
レ
是
、
而
便
兎
角
之
儀
為
二
其
↓
分
之
慰
試
一
諾
。

　
　
　
　
　
　
　
ア
ザ
ケ
リ
ヲ
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
イ
ハ
ユ
ル
　
レ

不
レ
顧
二
後
見
之
嘲
瞬
一
綴
レ
之
、
所
謂
是
一
万
石
已
上
配
管
、
古
今
勤

　
ノ
　
ゥ
ハ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

侯
之
噂
井
所
領
國
郡
地
形
之
厚
薄
等
愚
慮
所
レ
向
之
大
概
也
。
錐
二
妄
語
一

　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ウ
ガ
イ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
シ
ト

間
々
擦
一
一
聖
賢
之
教
誠
一
。
然
則
可
レ
為
二
勧
善
懲
悪
之
端
一
驚
。
故
令

レ
暑
二
題
之
（
一
）
。

　
フ
　
シ
テ
ク
ヲ
　
レ
ハ

伏
恭
是
考
二
暦
代
一

　
　
　
　
　
メ
　
　
　
ヲ
シ
カ
シ
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
ク
モ
　
　
　
ハ

東
照
大
権
現
治
レ
世
爾
四
百
余
歳
、
聖
主
八
世
諸
侯
大
夫
郡
下
、
或
三
世

ア
ル
イ
ハ
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ノ
　
ニ
　
　
　
　
ニ
カ
ヘ
ヤ
カ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ケ
ン
シ
ヨ
ク
シ
ウ
エ
キ

或
　
十
世
或
六
七
世
、
枕
泰
山
安
置
、
大
輝
　
　
二
武
光
武
威
一
、
顕
職
執
役

　
　
　
　
　
サ
キ
ノ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ク
ン
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

之
輩
、
其
祖
先
善
行
不
レ
知
。
又
凶
政
暴
徒
之
血
塗
レ
ロ
不
レ
出
二
口
外

↑
一



　
　
　
　
　
モ
ウ
ロ
ウ
　
　
カ
ゾ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
「
、
而
盲
撃
之
家
族
多
レ
之
。
於
レ
是
其
世
其
人
之
智
徳
善
政
、
或
悪
行

　
　
グ
マ
イ
ア
ン
セ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ル
ス
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
テ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
愚
昧
暗
将
無
二
偏
避
【
書
レ
之
、
而
以
後
來
之
為
一
一
鑑
戒
｝
。
前
人
以
ニ

　
　
　
　
ク
ハ
ン
テ
ウ
　
　
ヲ
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
コ
　
レ
ハ
　
レ

　
　
武
家
勧
懲
記
一
為
二
題
号
一
、
寛
文
延
宝
貫
高
流
二
布
干
世
上
一
。
是
　
　
此

　
　
　
　
　
シ
テ
ハ
ウ
コ
カ
ン
ニ
ン
キ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
ゼ
ツ

　
　
依
二
頼
　
往
古
堪
忍
記
一
、
大
試
錐
レ
編
輯
之
旧
世
家
傳
之
演
説
、
殊
荒
々

　
　
　
　
ク
ハ
ヒ
ヤ
ウ
　
シ
　
　
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ウ
ヨ
ス

　
　
略
記
過
謁
多
、
未
二
見
聞
一
不
レ
及
二
二
口
二
一
者
、
不
レ
顕
レ
此
省
二
除

　
　
ヲ
　
　
　
ソ
ノ
ヘ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
カ
ン
テ
ウ
　
ト
　
　
　
ク
　
　
　
ニ

　
　
之
一
。
厭
后
寳
永
正
徳
年
中
再
話
レ
之
、
憐
察
武
家
諌
懲
記
一
霞
レ
世
錐
レ

　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
ハ
　
　
　
ソ
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
セ
ウ
リ
ヤ
ウ
シ
テ

　
　
令
二
傳
來
（
一
）
、
猶
烏
焉
馬
之
翻
齪
不
レ
少
。
於
レ
脱
型
多
年
渉
一
一
猟
旧

　
　
　
　
　
　
ニ
　
ノ
　
ト
ゼ
ン
ミ
タ
リ
ニ
テ
ヲ
　
ヲ

　
　
記
古
老
談
話
一
、
夏
日
長
秋
夜
之
徒
然
、
漫
　
以
一
一
賎
同
一
夢
心
補
之
一
。

　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ
ト
リ
　
　
　
ヲ
　
　
　
ニ
ウ
タ
カ
フ
ニ
ハ
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

　
　
文
章
作
意
　
　
漉
レ
實
、
正
疑
　
　
密
編
輯
　
惣
計
九
十
九
巻
為
全
部
、
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
グ
ハ
イ
セ
キ
テ
ン

　
　
（
二
）
諌
懲
記
後
正
［
。
且
将
軍
外
戚
傳
二
十
巻
附
録
之
、
総
計
合
百
廿

　
　
　
　
　
セ
ズ
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
書
巻
。
不
レ
　
（
二
）
世
肉
詰
一
、
以
慰
レ
　
（
二
）
老
眼
（
一
）
、
都
響

　
　
　
サ
　
　
　
　
コ
ト
ヲ
コ
ン
ク
ハ
イ
ニ
　
　
　
　
　
ク
　
　
シ
テ
　
ム
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
レ
許
レ
三
二
　
心
外
　
一
、
深
秘
　
治
一
｝
文
庫
一
。
干
レ
時
享
保
十
一
丙
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ル
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

　
　
年
初
秋
下
旬
成
レ
功
。
然
　
経
二
九
ヶ
年
一
、
而
諸
家
悉
有
二
異
変
一
。
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ヘ
テ

　
　
而
同
十
九
年
年
新
加
筆
而
増
二
塁
之
一
。
急
撃
一
九
箇
年
一
家
至
善
数
多
。

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
フ
タ
ヘ
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ン
く
ト
ス

　
　
故
不
レ
得
レ
止
　
　
、
寛
保
二
筆
海
年
回
加
筆
而
改
レ
之
。
然
予
算
命
向

　
　
　
　
ニ
　
　
シ
ウ
ゴ
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
キ
テ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
　
カ
ウ
ラ
イ
ノ

　
　
ニ
朝
タ
一
幕
後
所
レ
秘
之
聞
二
文
庫
一
片
見
レ
囲
者
、
可
レ
補
二
向
來
之
違

　
　
ヲ

　
　
攣
一
会
巳

　
一
見
す
る
と
、
こ
の
作
者
が
す
べ
て
を
書
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
冒
頭

　
　
レ
　
ハ

の
「
夫
惟
本
邦
異
域
之
治
世
者
」
か
ら
「
故
令
レ
暑
一
一
題
之
」
ま
で
の
三
一
行
分

の
文
章
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
の
序
を
全
文
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

こ
の
作
者
が
、
『
武
家
勧
懲
記
』
の
作
者
の
意
識
を
継
承
し
て
「
後
来
の
鑑
戒
」

と
せ
ん
た
め
に
こ
の
書
物
を
編
纂
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
こ
の
「
叙
」
で

興
味
深
い
の
は
、
後
半
部
分
で
あ
る
。
箇
条
書
き
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
1
．
寛

文
・
延
宝
年
間
に
『
武
家
勧
懲
記
』
と
い
う
題
号
の
書
物
が
「
世
上
に
流
布
」
し

た
。
2
．
こ
の
『
武
家
勧
懲
記
』
と
は
、
『
往
古
堪
忍
記
』
（
往
古
よ
り
伝
わ
る
『
堪

忍
記
』
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
書
名
と
し
て
お
く
）
に
依
拠
し
て
そ
の

誤
り
を
正
し
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
3
．
そ
の
後
、
宝
永
・
正
徳
年
間
に
、
『
武

家
勧
懲
記
』
を
再
補
訂
し
た
『
武
家
諫
懲
記
』
が
「
世
に
普
く
」
伝
来
し
た
。
4
．

『
武
家
諌
古
記
』
に
、
な
お
誤
り
が
多
い
こ
と
に
気
づ
い
た
「
僕
」
は
、
多
年
に

わ
た
り
「
旧
記
、
古
老
（
の
）
談
話
に
渉
猟
」
し
て
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）

の
夏
か
ら
加
筆
補
訂
を
始
め
九
月
下
旬
に
完
成
。
九
九
巻
、
名
を
『
諌
二
三
後
正
』

と
改
め
、
附
録
に
「
外
戚
伝
二
〇
巻
」
を
つ
け
た
。
5
．
こ
の
書
物
は
「
世
に
売

買
せ
ず
」
、
「
文
庫
」
に
秘
匿
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
享
保
一
九
年
（
一

七
三
四
）
と
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
二
度
に
わ
た
り
加
筆
訂
正
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
「
叙
」
は
、
「
大
名
評
判
記
」
の
諸
本
の
形
成
に
つ
い
て
見

事
に
語
っ
て
い
て
く
れ
る
。
た
だ
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
が
で
あ
る
が
、
素

姓
は
お
ろ
か
名
前
も
わ
か
ら
な
い
「
僕
」
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
見
な
す
こ

と
は
困
難
で
あ
る
（
厳
密
な
史
料
批
判
を
行
う
必
要
が
あ
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

享
保
一
一
年
時
点
で
自
ら
の
目
を
「
老
眼
」
と
述
べ
る
こ
の
作
者
が
、
「
大
名
評

判
記
」
が
形
成
・
展
開
し
た
一
七
世
紀
後
半
を
生
き
て
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
り
、
よ
っ
て
同
時
代
人
の
述
懐
の
ひ
と
つ
と
し
て
読
む
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
「
僕
」
に
よ
れ
ば
、
諸
本
は
次
に
順
に
作
成
さ
れ
た
。

　
A
『
往
古
堪
忍
記
』
（
あ
る
い
は
往
古
の
『
堪
忍
記
』
）

　
B
『
武
家
勧
懲
記
』
…
…
寛
文
・
延
宝
年
間
（
一
六
六
｝
～
八
一
）
流
布

　
C
『
武
家
諌
懲
記
』
…
…
宝
永
・
正
徳
年
間
（
一
七
〇
四
～
一
六
）
補
訂

　
D
『
諌
懲
記
後
正
』
『
同
附
録
』
…
…
「
僕
」
編
集
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二

六
）
成
立
、
享
保
一
九
年
（
　
七
三
四
）
・
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
加
筆
訂
正

　
こ
こ
に
『
土
芥
憲
首
記
』
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。
「
僕
」

は
『
土
芥
憲
灘
記
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
こ
れ
が
先
の
「
大
名
評
判
記
」
調
査
一
覧
表
に
挙
が
っ
て
い
る
諸
本

（
1
『
武
家
諌
忍
記
』
、
■
『
武
家
勧
懲
記
』
、
皿
『
武
家
諌
懲
記
』
、
W
『
諫
懲

記
』
、
V
『
諌
懲
記
後
正
』
、
W
『
武
家
諌
参
画
後
正
』
、
皿
『
武
家
諌
懲
記
後
半

附
録
』
）
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
（
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
）
。
ま
ず
D
『
諌
懲
記

後
正
』
『
同
附
録
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
僕
」
が
編
集
し
た
珊
『
武
家
諌
懲

記
後
正
』
、
皿
『
武
家
諌
懲
記
後
昆
附
録
』
で
あ
る
。
D
と
同
名
の
V
『
諫
誤
記

後
言
』
が
存
在
し
て
い
る
の
で
や
や
こ
し
く
な
る
が
、
こ
れ
は
別
本
で
あ
る
。
V

『
諫
懲
記
後
正
』
に
つ
い
て
現
存
が
確
認
さ
れ
る
四
本
中
、
三
本
を
閲
覧
し
た
が
、

い
ず
れ
も
首
巻
「
総
目
録
」
の
末
尾
に
「
元
禄
十
四
箕
山
年
春
撰
焉
」
と
あ
り
、

元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
編
集
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
実
際
に
大
名
の
年
齢

は
元
禄
一
四
年
時
点
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
一



　
次
に
、
書
名
か
ら
判
断
す
る
と
、
B
－
H
、
C
一
皿
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
致
す
る
。

順
に
確
認
す
る
と
、
H
『
武
家
勧
懲
記
』
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
延
宝
三
年
（
一

六
七
五
）
の
年
記
を
も
つ
「
序
」
が
あ
り
、
本
文
中
に
記
載
さ
れ
る
大
名
の
年
齢

も
こ
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
寛
文
で
は
な
い
が
、
延
宝
年
間
の
作
で
あ

り
、
B
I
H
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
次
に
皿
に
つ
い
て
は
、
い
ま

だ
現
物
を
確
認
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
判
断
を
保
留
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

言
え
る
こ
と
は
、
V
『
黒
黒
記
後
記
』
は
元
禄
一
四
年
の
成
立
で
あ
っ
た
。
よ
っ

て
、
そ
の
補
訂
前
の
本
で
あ
る
『
武
家
諌
懲
記
』
が
宝
永
・
正
徳
年
間
で
あ
る
の

は
お
か
し
い
。
「
僕
」
の
事
実
認
識
と
誤
り
と
い
う
べ
き
か
。

　
A
『
往
古
堪
忍
記
』
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
れ
ば
、

浅
井
二
審
の
仮
名
草
子
に
『
堪
忍
記
』
な
る
書
物
が
あ
り
、
後
年
『
貝
原
堪
忍
記
』

と
も
題
し
て
出
版
さ
れ
流
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
大
名
評
判
記
」
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
一
覧
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
堪
」
の
字
が
違
う
が
、
1

『
武
家
諌
忍
記
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
こ
の
書
物
に
つ
け
ら
れ
た
「
武
家
諌
言

記
序
」
を
こ
こ
で
み
て
お
こ
う
。
「
序
」
の
内
容
は
（
若
干
の
字
句
の
異
同
は
あ

る
が
）
、
諸
本
に
よ
り
大
き
な
違
い
は
な
い
。
次
に
挙
げ
た
の
は
、
加
賀
大
聖
寺

藩
旧
蔵
の
『
武
家
諌
忍
記
』
（
加
賀
市
立
図
書
館
聖
霊
文
庫
蔵
、
番
号
一
〇
一
）

所
載
の
「
武
家
諌
忍
記
序
」
で
あ
る
（
以
下
、
加
賀
大
聖
寺
本
と
呼
ぶ
）
。

①
「
武
家
諌
忍
記
序
」
（
『
武
家
諌
叢
記
』
）

　
　
夫
我
話
者
東
海
中
黒
號
日
本
、
凡
東
西
千
里
二
不
過
、
南
北
五
百
里
不
足
、

　
　
小
国
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
深
黒
ヨ
リ
以
来
、
聖
主
道
ヒ
キ
テ
、
今
二
至
マ
デ
其

　
　
シ
ル
シ
明
ナ
リ
。
是
則
宗
廟
天
照
太
神
一
切
之
神
祇
之
教
誠
神
力
威
光
ノ
カ

　
　
ニ
ハ
、
唐
土
天
竺
之
威
徳
モ
及
事
ア
タ
ワ
ス
、
誠
二
営
々
ヲ
守
テ
豊
饒
目
出

　
　
度
国
ナ
リ
。
（
中
略
）
乙
卯
ノ
年
江
府
ヲ
立
憲
ヒ
大
坂
発
向
ヲ
ハ
シ
テ
、
同

　
　
年
五
月
七
日
秀
頼
切
腹
有
。
（
中
略
）
是
ヨ
リ
シ
テ
天
下
国
家
治
大
平
之
御

　
　
世
ト
ナ
ツ
テ
政
道
宜
ク
人
民
安
楽
セ
リ
。
誠
喜
悦
ノ
眉
ヲ
開
ク
。
凡
當
家
ノ

　
　
御
代
ト
ナ
ツ
テ
及
五
十
年
、
日
々
夜
々
武
運
繁
栄
、
天
下
古
今
其
例
マ
レ
也
。

　
　
偏
大
権
現
ノ
威
徳
廣
太
成
十
二
也
。
然
レ
ハ
其
例
ヲ
定
、
大
樹
主
守
護
ト
シ

　
　
テ
高
家
大
家
国
主
買
主
二
至
ル
マ
テ
、
或
東
西
入
替
或
父
子
カ
ワ
ル
々
々
二

　
　
参
勤
法
儀
イ
サ
サ
カ
違
ヒ
ナ
シ
。
国
所
々
二
下
知
ヲ
ナ
ス
事
、
古
式
ノ
式
、

嘉
事
之
七
節
詳
ナ
リ
。
然
レ
共
国
司
ノ
制
法
郡
主
ノ
政
道
ハ
、
季
違
多
シ
ト

ニ
ヤ
。
タ
ト
ヘ
ハ
自
ラ
才
ヲ
以
テ
治
臣
下
ノ
制
禦
ヲ
加
ヘ
テ
猶
以
順
、
道
不

同
有
青
麻
。
所
謂
某
永
々
浪
人
ニ
テ
身
上
為
稼
事
、
便
ヲ
求
テ
国
々
所
々
俳

廻
シ
テ
、
其
国
其
家
之
御
作
法
等
荒
増
聞
及
見
及
テ
記
之
畢
。
凡
我
諸
国
二

至
ル
事
始
テ
九
州
筑
前
福
岡
二
暫
ク
滞
留
ス
ル
内
二
肥
後
熊
本
肥
前
刊
記
摩

鹿
児
嶋
二
行
。
中
国
ヲ
不
備
四
国
ヘ
メ
ク
リ
、
山
陰
道
ヨ
リ
北
陸
道
越
前
加

賀
二
　
ヶ
実
在
テ
、
越
後
路
馬
宿
、
リ
、
出
羽
奥
州
或
米
澤
南
部
或
仙
台
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

　
　
概
日
本
国
中
二
不
到
ト
云
事
ナ
シ
。
年
月
ヲ
得
ル
事
、
四
年
三
月
也
。
其
折

　
　
柄
思
出
テ
記
之
。
然
レ
共
国
所
ノ
用
ナ
キ
桟
戸
不
出
、
故
老
如
此
国
所
々
ハ

　
　
不
レ
及
レ
見
、
依
テ
聞
傳
マ
、
也
。
又
国
主
郡
主
之
行
跡
モ
及
見
ニ
ハ
ア
ラ

　
　
ス
。
タ
、
聞
傳
テ
コ
ノ
書
ニ
ノ
セ
タ
レ
戸
倉
分
明
（
後
略
）
（
傍
線
筆
者
）

　
唐
土
や
天
竺
と
く
ら
べ
て
も
、
日
本
は
礼
儀
を
守
っ
て
豊
饒
な
国
で
あ
る
と
い

う
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
宗
廟
天
照
太
神
一
切
之
神
祇
鴬
唇
誠
神
力
威
光
ノ
カ
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
作
者
は
強
烈
な
「
我
が

朝
」
1
1
神
国
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
意
識
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
歴
史
的
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る
が
、
小
稿
で
は
深
入
り
し
な

い
で
お
こ
う
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
は
じ
め
の
傍
線
部
で
あ
る
。
「
当

家
の
御
代
と
な
っ
て
五
十
年
に
及
」
ぶ
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
の
執
筆
時
期
を
推

し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
秀
頼
切
腹
」
に
よ
り
当
家
の
御
代
が
始
ま
っ
た
と
し

て
い
る
の
で
、
大
坂
夏
の
陣
が
起
き
た
慶
長
二
〇
年
（
元
和
一
、
一
六
一
五
）
を

起
点
に
五
〇
年
を
数
え
る
と
一
六
六
五
年
（
寛
文
五
）
と
な
る
。
「
五
十
年
」
が

概
数
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
六
六
〇
年
前
後
の
執
筆
と
み
る
こ
と
で
き
よ
う
。

実
際
に
、
加
賀
大
聖
寺
本
の
中
味
を
見
る
と
、
『
武
家
勧
懲
記
』
以
降
の
「
大
名

評
判
記
」
が
各
大
名
の
年
齢
を
「
卯
0
0
歳
」
な
ど
と
記
載
し
て
い
る
の
に
対
し
、

『
武
家
諌
忍
記
』
に
は
そ
の
よ
う
な
記
載
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
大
名
の

生
没
年
や
事
績
等
の
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
丹
念
に
読
ん
で
い
く
と
、
執
筆
年

を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
水
戸
中
納
言
源
頼
房
卿
」
の
項
を

設
け
、
水
戸
藩
初
代
頼
房
に
つ
い
て
論
評
し
、
そ
れ
に
続
け
て
「
同
姓
宰
相
源
光

国
」
を
立
項
し
て
い
る
が
、
光
国
（
嵐
気
へ
の
改
称
は
後
年
）
に
つ
い
て
、
「
家

至
ル
。
コ
レ
ヨ
リ
江
戸
門
扉
ヘ
ル
。
其
折
ニ
マ
タ
所
々
城
下
へ
歳
男
ル
。

ト
一



督
タ
ラ
サ
ル
口
底
ツ
テ
国
ノ
政
道
ヲ
マ
カ
セ
ス
」
と
述
べ
る
。
頼
房
が
亡
く
な
る

の
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
七
月
二
九
目
（
光
国
が
家
督
を
継
ぐ
の
は
八
月
一

九
目
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
賀
大
聖
寺
本
『
武
家
諌
忍
記
』
の
デ
ー
タ
が
こ
れ

よ
り
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
左
馬
守
源
五
重
卿
」
の
項
で
は
、
「
在

所
未
定
、
本
知
拾
五
万
石
」
と
あ
る
。
徳
川
珍
重
が
甲
府
藩
主
に
な
る
の
は
（
す

な
わ
ち
在
所
が
甲
府
に
決
ま
る
の
は
）
、
寛
文
元
年
閏
八
月
九
日
で
あ
り
、
や
は

り
寛
文
元
年
以
前
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
右
馬
守
源
綱
吉
卿
」
徳
川

綱
吉
に
つ
い
て
、
「
綱
吉
今
年
十
四
歳
、
御
行
跡
生
得
悠
寛
ト
柔
和
二
三
ナ
リ
」

と
、
今
年
綱
吉
が
一
四
歳
だ
と
い
う
。
綱
吉
の
生
年
は
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
綱
吉
の
項
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
デ
ー
タ
に

基
づ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
武
家
諌
忍
記
』
に
つ
い
て
は
、
（
後
に
述

べ
る
よ
う
に
）
な
お
諸
本
の
系
統
を
検
討
す
る
作
業
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
成
立

時
期
に
つ
い
て
は
慎
重
に
確
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
加
賀
大
聖
寺

本
『
武
家
諌
忍
記
』
は
、
万
治
二
年
頃
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性

は
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
「
武
家
諌
忍
記
序
」
に
話
を
戻
そ
う
。
も
う
一
ヶ
所
の
傍
線
を
見
て
欲
し
い
。

　
　
　
　
そ
れ
が
し

作
者
が
「
某
永
々
浪
人
に
て
」
云
々
と
、
み
ず
か
ら
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
て

い
る
。
な
ん
と
浪
人
だ
と
い
う
。
「
永
々
」
に
は
、
「
①
い
つ
ま
で
も
。
永
久
に
、

②
永
年
に
わ
た
っ
て
。
な
が
な
が
と
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
）
の
二
つ

の
意
味
が
あ
り
、
『
武
家
諌
忍
記
』
執
筆
時
点
に
浪
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
稼
ぎ
事
」
（
仕
事
の
中
味
は
未
詳
で
あ
る
が
）

を
し
な
が
ら
便
を
求
め
て
国
々
所
々
を
俳
廻
し
て
、
そ
の
国
そ
の
家
の
作
法
等
を

あ
ら
ま
し
見
聞
し
記
し
た
の
だ
と
い
う
。
九
州
福
岡
か
ら
出
羽
・
奥
州
ま
で
日
本

国
中
を
四
年
三
ヶ
月
か
げ
て
廻
っ
た
と
も
い
う
。
『
武
家
諌
忍
野
』
の
大
名
家
や

領
内
統
治
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
（
詳
細
な
検
討
は
今
後

行
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
）
、
補
訂
さ
れ
な
が
ら
も
『
武
家
勧
懲
記
』
や
『
土

芥
旧
離
記
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
元
の
デ
ー
タ
が
、
幕
府

の
公
的
な
機
関
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
介
の
「
浪
人
」
の
見
聞
に
よ

る
と
は
驚
き
で
あ
り
、
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
。
「
大
概
日
本
国
中
二
不
到
ト
云

事
ナ
シ
」
と
自
信
満
々
に
言
っ
た
か
思
え
ば
、
そ
の
す
ぐ
後
に
は
一
転
し
て
気
弱

に
な
り
「
然
レ
共
国
所
ノ
用
ナ
キ
ニ
ハ
不
出
、
故
二
叉
自
国
所
々
揃
踏
レ
及
レ
見
、

依
テ
聞
傳
マ
、
也
。
又
国
主
郡
主
之
行
跡
モ
及
見
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
タ
＼
善
誘
テ
コ

ノ
書
ニ
ノ
セ
タ
レ
仁
君
分
明
」
と
、
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
聞
き
伝
え
る
ま
ま
に

こ
の
書
物
に
載
せ
た
の
で
「
不
分
明
」
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
武

家
諌
忍
記
序
」
の
史
料
批
判
が
で
き
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
こ
の
言
明
を
鵜
呑

み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ん
ら
か
の
公
的
任
務
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
発
言

で
あ
る
可
能
性
も
含
め
、
今
後
の
検
討
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
執
筆
動
機
に
つ
い
て
は
、
「
序
」
で
は
「
国
司
ノ
制
法
郡
主
ノ
政
道

ハ
、
門
違
多
シ
」
、
国
々
所
々
に
お
い
て
「
制
法
」
「
政
道
」
の
違
い
が
大
き
い
か

ら
、
見
聞
し
た
こ
と
を
著
し
た
と
述
べ
る
に
止
ま
る
。
『
武
家
勧
懲
記
』
の
よ
う

な
諸
大
名
の
政
治
を
正
そ
う
と
い
う
意
識
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
本
文
を
み
る
と
、
第
一
巻
の
最
初
の
「
尾
張
大
納
言
源
義
直
卿
」

の
項
の
「
愚
評
」
に
次
の
よ
う
に
い
う
（
加
賀
大
聖
寺
本
よ
り
）
。

　
　
愚
評
日
、
凡
主
将
ノ
行
監
カ
ミ
ト
モ
可
成
、
夫
一
国
一
郡
ノ
司
書
ラ
ン
者
ハ

　
　
自
ヲ
正
シ
テ
政
道
ナ
ス
ト
キ
ン
ハ
、
タ
ト
へ
曲
レ
ル
者
ア
リ
ト
モ
終
回
愚
直

　
　
二
道
ヲ
正
シ
忠
ヲ
ツ
ク
サ
ン
忍
歩
出
来
ヘ
シ
。
若
又
司
タ
ラ
ン
人
ノ
不
行
ナ

　
　
ル
ト
キ
ン
ハ
、
必
其
下
二
有
者
背
、
邪
曲
不
詳
ニ
シ
テ
侍
民
ト
モ
ニ
君
臣
ノ

　
　
礼
ヲ
ウ
シ
ナ
ヒ
、
父
子
ノ
孝
モ
夫
婦
兄
弟
朋
友
ノ
愛
モ
信
モ
徳
モ
ク
ラ
ミ
テ
、

　
　
終
公
開
主
将
ヲ
恨
ミ
嘲
、
国
家
ヲ
二
身
ヲ
亡
ノ
本
タ
ル
ヘ
シ
。
錐
二
世
ニ
ハ

　
　
邪
二
不
慣
ナ
ル
事
多
キ
中
ナ
レ
ハ
、
司
ト
シ
テ
其
実
ヲ
シ
ラ
サ
ル
故
二
、
タ

　
　
マ
々
ノ
下
知
ヲ
ナ
ス
モ
己
力
利
欲
ノ
業
ノ
ミ
ニ
シ
テ
世
ノ
タ
メ
人
ノ
タ
メ
ナ

　
　
ラ
ン
道
ト
モ
端
ト
モ
可
成
品
一
ツ
モ
ナ
シ

　
国
郡
の
司
た
ら
ん
者
は
、
自
ら
を
正
し
て
政
道
を
な
す
べ
き
だ
、
「
世
の
た
め

人
の
た
め
に
」
政
治
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
、
強
い
主
張
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

3
．
教
法
之
巻
・
国
郡
部
類
に
つ
い
て

　
冒
頭
に
掲
げ
た
「
大
名
評
判
記
」
調
査
一
覧
表
を
も
う
一
度
御
覧
い
た
だ
き
た

い
。
本
文
の
他
に
、
「
国
郡
部
類
」
、
あ
る
い
は
「
教
法
之
巻
」
を
付
け
て
い
る
も

卜　



の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
そ
の
旨
を
記
し
た
。
現
物
を
確
認
で
き
た
『
武

家
諌
忍
記
』
一
一
本
の
う
ち
、
「
国
法
」
「
国
部
分
」
等
と
表
記
は
違
う
が
、
「
国

郡
部
類
」
を
付
け
て
い
る
の
が
九
本
あ
る
。
こ
れ
は
「
日
本
国
中
高
空
方
角
山
平

河
田
畠
生
物
之
品
々
善
悪
城
付
」
（
加
賀
大
聖
寺
本
よ
り
引
用
）
に
つ
い
て
、
山

城
国
は
ど
う
か
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

る
。
『
武
家
諌
忍
記
』
の
本
文
に
も
「
国
部
文
面
日
」
（
加
賀
大
聖
寺
本
　
、
「
国

　
　
マ
マ
　

郡
分
類
玉
具
ナ
ル
」
（
刈
谷
市
立
図
書
館
村
上
文
庫
、
以
後
刈
谷
村
上
本
と
呼

ぶ
）
等
と
、
こ
の
書
物
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
『
武
家
諌
忍
記
』
に
附
属
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
武
家
勧
懲
記
』
に
も
、
「
配
国
之
巻
」
「
国
郡
数

量
巻
」
等
と
と
称
し
て
こ
の
巻
を
有
す
る
も
の
が
三
本
あ
り
、
『
武
家
諫
忍
記
』

の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

　
他
方
、
「
教
法
之
巻
」
は
現
物
を
確
認
し
た
『
武
家
諌
下
記
』
一
一
本
の
う
ち

八
本
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
主
将
嗜
之
事
」
・
「
臣
下
嗜
望
事
」
・
「
四

民
共
嗜
ノ
事
」
に
わ
か
れ
、
主
将
（
あ
る
い
は
「
人
主
」
）
、
臣
下
、
四
民
そ
れ
ぞ

れ
が
嗜
む
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
将
の
嗜
み
と
し
て

「
転
落
土
民
百
姓
ヲ
第
一
可
憐
事
」
「
人
主
タ
ル
ハ
賢
者
良
臣
ノ
用
テ
能
平
ヲ
可

請
事
」
等
、
九
ヵ
条
に
わ
た
り
論
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
べ
き
政
治
を
行
う

た
め
の
要
諦
を
著
者
が
ま
と
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
思
想
的
背
景

を
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
ま
だ
二
本
し
か
確
認
で
き

て
い
な
い
（
現
物
を
み
た
八
本
の
う
ち
）
が
、
『
武
家
勧
懲
記
』
に
も
「
附
属
教

法
之
巻
」
と
し
て
こ
れ
を
付
け
た
も
の
が
あ
る
。

4
，
『
武
家
諌
忍
記
』
諸
本
研
究

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
武
家
諌
忍
記
』
は
、
現
段
階
で
は
、
現
存
す
る
最
も
古
い

「
大
名
評
判
記
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
武
家
諌
忍
記
』
の
本
文
を
吟
味
す
る

と
、
序
や
附
録
の
二
巻
は
土
ハ
通
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
加
賀
大
聖
寺
本
と
そ
れ
以

外
の
本
と
は
大
き
く
異
な
る
。
本
文
の
う
ち
、
大
名
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
ま
だ

共
通
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
大
名
を
評
価
し
た
箇
所
（
加
賀
大
聖
寺
本
で
は
「
愚

評
日
」
、
そ
れ
以
外
の
本
で
は
「
愚
評
義
日
」
）
の
内
容
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
詳
細
な
検
討
は
別
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
箇
所
だ
け
見
る

と
別
の
書
物
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
後
継
の
『
武
家
勧
懲
記
』
と

の
関
係
を
述
べ
れ
ば
（
こ
れ
も
綿
密
な
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
）
、
『
武
家
勧

懲
記
』
に
受
け
継
が
れ
る
の
は
、
加
賀
大
聖
寺
本
以
外
の
本
で
あ
る
。
加
賀
大
聖

寺
本
以
外
の
本
を
通
行
本
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
加
賀
大
聖
寺
本
は
ま
っ
た
く
の
異

本
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
同
じ
「
序
」
を
持
ち
な
が
ら
も
、
通
行
本
と
異
本
の

別
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
先
に
作
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
等
と
い
っ
た
、
大
き
謎
を
我
々
は
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
後
、
こ
の
謎
解
き
に
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
『
武
家
諌
品
番
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
は
加
賀
大
聖
寺
本

の
本
文
を
引
い
て
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
頃
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
執
筆
さ

れ
た
と
推
定
し
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
通
行
本
の
一
つ
刈
谷
村
上
本
を
見
て
み
よ

う
。
「
左
馬
最
上
綱
重
卿
」
の
項
で
は
、
「
御
在
城
未
定
、
本
知
十
五
万
石
」
と
あ

り
、
こ
の
記
載
は
加
賀
大
聖
寺
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
綱
重
が
甲
府
藩
主
に
な

る
の
は
、
寛
文
元
年
閏
八
月
九
日
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
で
あ
る
と
い
え
る
。
刈
谷

村
上
本
で
は
、
綱
重
に
つ
い
て
「
愚
評
当
日
」
と
し
て
、
「
然
ル
ヲ
十
五
歳
ヲ
越

テ
若
年
ト
ハ
云
再
読
シ
」
云
々
と
論
評
し
て
い
る
。
綱
重
は
正
保
元
年
（
一
六
四

四
）
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
数
え
の
一
五
歳
に
な
る
の
は
万
治
元
年
、
一
五
歳
を

越
え
る
の
は
万
治
二
年
以
降
で
あ
る
か
ら
、
デ
ー
タ
的
に
は
通
行
本
も
異
本
と
同

じ
頃
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
通
行
本
と
し
て
一
括
り
に
し
た
諸
本
の
な
か
に
も
、
加
賀
大
聖
寺
本
ほ
ど

の
異
本
で
は
な
い
も
の
の
、
部
分
的
に
異
な
っ
た
文
章
を
混
入
さ
せ
た
も
の
も
あ

る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
番
号
一
一
六
岩
国
徴
古
館
蔵
『
武
家
諫
年
記
』

は
そ
の
よ
う
な
本
で
あ
る
。
未
見
の
も
の
も
含
め
て
、
本
文
を
さ
ら
に
詳
細
に
検

討
し
て
い
く
と
、
『
武
家
諌
忍
記
』
諸
本
の
系
統
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
こ
こ
で
『
武
家
勧
懲
記
』
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
く
と
、
諸
本
の
な
か

に
は
異
文
を
有
す
る
も
の
（
た
と
え
ば
二
〇
一
盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵
本
）
が
あ

る
。
『
武
家
勧
懲
記
』
諸
本
に
つ
い
て
同
様
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

薮
一
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．
「
大
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究

　
も
と
も
と
は
、
素
性
の
わ
か
ら
な
い
『
土
芥
冠
離
記
』
の
謎
を
解
き
明
か
し
（
す

な
わ
ち
、
十
分
な
史
料
批
判
を
行
っ
て
）
、
『
土
芥
冠
雛
記
』
を
史
料
と
し
て
利
用

し
た
い
と
い
う
目
的
で
始
め
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
（
本
書
の
「
は
じ

め
に
」
、
及
び
『
『
土
芥
冠
年
記
』
の
基
礎
的
研
究
』
参
照
）
。
し
か
し
一
七
世
紀

後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
『
武
家
諌
忍
記
』
『
武
家
勧
懲
記
』
等
々
の
「
大

名
評
判
記
」
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
今
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
『
土
芥
剥
離
記
』
の
記
述
を
引
い
て
、
個
別
の
大
名
を
論
じ
た
り
、
近
世
大

名
支
配
の
あ
り
よ
う
を
見
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
も
は
や
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　
実
例
を
挙
げ
よ
う
。

　
「
甲
府
宰
相
論
外
卿
」
徳
川
綱
豊
（
の
ち
、
六
代
将
軍
家
宣
）
に
つ
い
て
、
『
土

芥
子
離
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
綱
豊
卿
ハ
自
然
ト
権
威
備
リ
有
二
剛
勇
一
聡
明
叡
智
之
御
器
量
ト
云
、
文
武

　
　
之
沙
汰
ナ
シ
、
少
々
御
短
慮
ナ
ル
故
二
（
下
略
）

　
　
　
謳
歌
評
説
二
君
、
凡
主
将
道
ア
ル
ト
キ
ハ
自
然
ト
権
威
備
リ
、
遠
近
恐
怖

　
　
　
ス
ル
ト
カ
ヤ
。
既
二
世
之
事
業
ハ
、
上
｝
人
之
好
所
二
依
テ
、
下
万
民
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
シ

　
　
　
ヲ
成
り
。
然
バ
君
ト
シ
テ
ハ
好
悪
ナ
キ
ヲ
吉
ト
ス
。
伏
テ
ヲ
モ
ン
見
二
世

　
　
　
君
ハ
　
　
大
樹
公
之
御
甥
ト
シ
テ
官
禄
共
二
選
ケ
レ
バ
、
讐
自
分
之
御
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
　
行
ナ
キ
ト
テ
モ
世
尊
敬
シ
奉
事
勿
論
也
（
下
略
）

　
『
土
芥
冠
儲
記
』
に
先
行
す
る
「
大
名
評
判
記
」
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
『
武
家

勧
懲
記
』
も
、
綱
豊
で
は
な
く
、
父
の
徳
川
綱
重
（
正
保
元
〈
一
六
四
四
〉
～
延
宝

六
〈
一
六
七
八
〉
）
を
載
せ
て
い
る
。
よ
っ
て
右
に
引
い
た
綱
豊
へ
の
論
評
は
、
『
土

芥
冠
離
記
』
の
作
者
に
よ
る
も
の
と
み
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
『
武
家
勧
懲
記
』
「
甲
府
宰
相
源
綱
重
卿
」
の
項
を
見
る
と
次
の
よ
う
な
記
述

に
ぶ
つ
か
る
（
刈
谷
市
立
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
本
よ
り
）
。

　
　
綱
重
卿
ハ
自
然
ト
権
威
備
リ
、
剛
勇
有
テ
物
毎
好
悪
ノ
意
地
ナ
ク
、
行
跡
悠

　
　
然
ト
シ
テ
、
聡
明
叡
智
ノ
御
器
粘
土
リ
（
下
略
）

　
　
　
愚
評
義
日
、
主
将
道
有
ト
キ
ン
ハ
自
然
ト
権
威
備
リ
、
遠
近
恐
怖
ス
ル
ト

　
　
　
カ
ヤ
。
ス
ヘ
テ
世
ノ
事
業
、
上
一
人
ノ
好
ム
ト
コ
ロ
ニ
依
テ
、
下
万
民
是

　
　
　
ヲ
ナ
セ
リ
。
然
レ
ハ
君
ト
シ
テ
ハ
好
悪
ナ
キ
ヲ
吉
ト
ス
。
伏
テ
ヲ
モ
ン
ミ

　
　
　
レ
ハ
　
大
樹
之
御
連
枝
ト
シ
テ
官
禄
共
二
貴
、
尤
モ
尊
崇
シ
タ
テ
マ
ツ
ル

　
　
　
事
、
巡
礼
不
大
形
、
サ
ア
レ
ハ
又
御
一
分
ノ
徳
行
計
ニ
モ
非
ス
、
権
威
有

　
　
　
事
勿
論
也
（
下
略
）

　
熟
読
す
る
ま
で
も
な
い
。
一
見
す
る
だ
け
で
、
『
土
芥
冠
離
記
』
の
綱
豊
評
は
、

先
行
の
『
武
家
勧
懲
記
』
の
二
重
評
を
引
き
写
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
子
は

父
に
似
る
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
問
題
が
こ
こ
に
は
あ
る
よ
う
に
思
う
。
「
大
樹
の

御
連
枝
」
を
「
大
樹
公
之
御
器
」
と
書
き
換
え
る
な
ど
、
手
が
込
ん
で
い
る
。

　
　
も
う
一
例
。
次
に
あ
げ
た
の
は
、
『
号
音
記
後
上
』
の
綱
豊
評
で
あ
る
（
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
よ
り
引
用
）
。

　
　
愚
三
日
、
（
中
略
）
其
謂
レ
ハ
柔
ハ
剛
二
勝
ツ
ト
本
文
ア
リ
、
誠
二
舌
ヤ
ハ

　
　
ラ
カ
成
共
、
久
シ
ク
タ
モ
チ
歯
バ
カ
タ
シ
ト
錐
ド
モ
、
必
ス
カ
ク
ル
コ
ト
ア

　
　
リ
。
（
中
略
）
況
や
其
家
民
恩
恵
ニ
ヒ
カ
レ
テ
忠
功
ヲ
尽
サ
ン
ト
ス
。
亦
心

　
　
意
所
行
不
宜
ニ
シ
テ
、
柔
弱
成
奈
何
ノ
筆
力
有
ン
。
今
綱
具
卿
御
行
四
悪
義

　
　
ナ
ク
、
政
道
宜
シ
ト
ナ
レ
ハ
良
将
ト
ス
ル
ナ
ル
ヘ
シ

　
少
し
長
い
の
で
中
略
せ
ぜ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
『
土
芥
憲
雛
記
』
の

黒
黒
評
と
は
異
な
る
。
で
は
『
諌
下
記
後
正
』
の
作
者
の
評
価
と
見
て
良
い
の
か
。

次
に
あ
げ
た
の
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
の
「
舘
林
宰
相
源
綱
吉
卿
」
、
徳
川
綱
吉
の

項
の
「
音
量
義
」
で
あ
る
。

　
　
愚
評
義
日
、
上
将
之
行
跡
ハ
柔
和
ヲ
用
二
、
窓
越
剛
二
勝
ツ
ノ
謂
レ
ハ
、
舌

　
　
ヤ
ワ
ラ
カ
ニ
シ
テ
久
シ
ク
タ
モ
チ
、
歯
バ
カ
タ
ケ
レ
ト
モ
必
カ
タ
ル
コ
ト
有
。

　
　
（
中
略
）
台
船
其
県
民
恩
恵
ニ
ヒ
カ
レ
テ
忠
功
ヲ
尽
サ
ン
ト
ス
。
亦
心
意
所

　
　
行
不
等
シ
テ
、
柔
弱
ナ
ル
ハ
何
ノ
益
カ
ア
ラ
ン
。
評
二
不
及
。
今
綱
吉
卿
御

　
　
行
跡
柔
ヲ
本
ト
シ
タ
マ
フ
故
、
国
家
送
人
タ
リ
ト
称
美
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
所
也

　
両
者
を
比
べ
る
と
、
傍
線
部
が
異
な
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
『
武

家
勧
懲
記
』
の
綱
吉
評
を
、
『
早
撃
記
後
正
』
の
作
者
は
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
お
い
て
、
先
行
す
る
も
の
の
引
用
・

餅
一



抜
粋
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、
我
々

が
ま
ず
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
引
用
・
抜
粋
の
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
基

礎
的
研
究
を
行
っ
て
、
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
の
関
係
性
を
洗
い
出
す
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
上
で
、
「
大
名
評
判
記
」
全
体
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
『
武
家
諌
忍

記
』
が
、
ま
た
『
土
芥
冠
齢
記
』
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
は

じ
め
て
見
え
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
大
名
評
判
記
」
の
作
者
が
そ

の
作
品
に
託
し
た
主
張
、
政
治
思
想
も
、
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
の
関
係
性
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
明
る
み
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
ひ
と
ま
ず
「
大
名
評
判
記
」
と

総
称
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
作
者
が
土
ハ
通
の
思
想
的
基
盤
に
載
っ

て
い
る
　
　
す
な
わ
ち
一
枚
岩
で
あ
る
一
と
想
定
し
て
か
か
る
べ
き
で
は
な
い

と
、
私
は
考
え
て
い
る
）
。

む
す
び
に
か
え
て

　
最
後
に
、
一
覧
表
の
旧
蔵
者
の
欄
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と

に
、
「
大
名
評
判
記
」
の
大
多
数
が
旧
大
名
家
の
蔵
書
の
中
か
ら
出
て
き
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
八
月
に
は
長
崎
県
対
馬
の
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
で
、
『
国
書
総
目

録
』
『
古
典
籍
総
合
目
録
』
に
未
収
載
の
『
武
家
諌
忍
記
』
（
番
号
一
一
九
）
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
の
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）

八
月
の
年
記
を
も
つ
『
御
国
御
書
物
目
録
』
に
は
、
「
一
、
武
家
諫
忍
記
　
　
二

十
一
冊
　
書
本
」
と
あ
り
、
現
存
を
確
認
で
き
な
い
が
、
弘
前
藩
津
軽
家
も
か
つ

て
は
『
武
家
諌
忍
記
』
を
持
っ
て
い
た
。
同
様
に
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
蔵
『
三

道
旦
ハ
根
居
』
に
よ
れ
ば
、
高
知
藩
山
内
家
も
『
武
家
勧
懲
記
』
（
二
二
冊
）
を
所

蔵
し
て
い
た
（
資
料
紹
介
『
三
道
具
根
居
』
（
上
）
、
同
資
料
館
『
研
究
紀
要
』
一
、

二
〇
〇
二
）
。
「
（
明
治
）
四
五
年
五
月
三
目
東
京
送
り
」
と
記
入
さ
れ
て
お
り
、

明
治
ま
で
確
か
に
存
在
し
て
い
た
が
、
現
存
を
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も

の
も
便
宜
上
、
一
覧
表
に
は
加
え
て
お
い
た
（
番
号
一
二
二
、
二
二
二
）
。
い
っ

た
い
ど
の
程
度
の
大
名
家
が
「
大
名
評
判
記
」
を
持
っ
て
い
た
か
、
今
後
の
調
査

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
げ
で
も
い
く
つ
も
の
大
名
家
が
所

蔵
し
て
い
た
。
自
ら
（
あ
る
い
は
自
分
の
父
祖
）
の
政
治
や
行
動
等
を
批
評
し
た

書
物
を
、
な
ぜ
所
蔵
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
書
物
を
ど
う
読
ん
だ
の
か
。
非
常
に

興
味
深
い
。
も
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
が
そ
の
論
評
・
批
評
を
意
識
し
て
政
治
を

行
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
大
名
評
判
記
」
は
藩
政
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
す
ら
出

て
く
る
。
一
七
世
紀
の
半
ば
は
、
『
本
寺
録
』
、
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
と
い
っ
た
政

道
書
が
作
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
（
拙
稿
「
『
本
記
録
』
の
形
成
－
近
世
政
道
書

の
思
想
史
的
研
究
1
」
、
『
一
橋
大
学
研
究
年
報
社
会
学
研
究
』
四
〇
、
二
〇
〇

二
、
拙
稿
「
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
の
形
成
一
『
御
遺
訓
』
の
思
想
史
的
研
究
序
説

1
」
、
『
一
橋
大
学
研
究
年
報
社
会
学
研
究
』
三
九
、
二
〇
〇
一
）
。
ま
さ
に
同
じ

頃
、
あ
る
べ
き
領
主
像
・
政
治
像
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
「
大
名
評
判
記
」
が
作

ら
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
大
名
に
出
回
っ
て
い
た
こ
と
の
意
味
は
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
も
「
武
家
諌
忍
記
序
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
語
り
だ
し
が
、
幕

府
の
中
枢
か
ら
で
は
な
く
、
「
浪
人
」
と
自
称
す
る
人
物
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
興
味
が
惹
か
れ
る
。
い
く
つ
も
謎
を
↓
つ
ひ
と
つ
解
い
て
い

っ
て
、
「
大
名
評
判
記
」
の
思
想
史
的
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

【
付
記
】
本
稿
脱
稿
後
、
浅
井
輪
重
『
堪
忍
記
』
と
は
異
な
る
『
堪
忍
記
』
の
存

在
を
知
っ
た
（
深
沢
秋
男
「
如
儲
子
の
『
堪
忍
記
』
（
1
）
～
（
3
）
」
『
近
世
初

期
文
芸
』
六
～
八
、
一
九
八
九
～
九
一
）
。
残
念
な
が
ら
本
稿
に
組
み
込
む
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
次
稿
を
期
し
た
い
。

傷
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